
東 京 都 都 民 の 森 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 年 東 京 都 規 則 第 九 十 八 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ）  

改 正 案  現 行  
第 一 条 （ 現 行 の と お り ）  

（ 利 用 の 承 認 ）  

第 二 条 条 例 第 五 条 に 規 定 す る 施 設 （ 以 下 「 施 設 」 と い う 。 ） の 利 用

の 承 認 を 受 け よ う と す る 者 は 、 東 京 都 都 民 の 森 施 設 利 用 申 請 書 （ 別

記 第 一 号 様 式 又 は 第 二 号 様 式 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２ 知 事 は 、 施 設 の 利 用 の 承 認 を し た と き は 、 東 京 都 都 民 の 森 施 設 利

用 承 認 書 （ 別 記 第 三 号 様 式 又 は 第 四 号 様 式 ） を 申 請 者 に 交 付 す る も

の と す る 。  

 

第 三 条 （ 現 行 の と お り ）  

（ 利 用 承 認 事 項 の 変 更 ）  

第 四 条 施 設 の 利 用 の 承 認 を 受 け た 者 が 、 承 認 を 受 け た 事 項 を 変 更 し

よ う と す る と き は 、 東 京 都 都 民 の 森 施 設 利 用 変 更 申 請 書 （ 別 記 第 五

号 様 式 ） を 知 事 に 提 出 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２ 知 事 は 、 前 項 の 承 認 を し た と き は 、 東 京 都 都 民 の 森 施 設 利 用 変 更

承 認 書 （ 別 記 第 六 号 様 式 ） を 申 請 者 に 交 付 す る も の と す る 。  

第 五 条 か ら 第 八 条 ま で  （ 現 行 の と お り ）  

（ 指 定 管 理 者 に 関 す る 読 替 え ）  

第 九 条  条 例 第 十 一 条 の 規 定 に よ り 指 定 管 理 者 が 都 民 の 森 の 管 理 に

関 す る 業 務 を 行 う 場 合 に つ い て の 第 二 条 及 び 第 四 条 の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 中 「 知 事 」 と あ る の は 「 指 定 管 理 者 」 と

す る 。  

別 表 （ 現 行 の と お り ）  

別 記 第 一 号 様 式 か ら 第 八 号 様 式 ま で  （ 現 行 の と お り ）  

第 一 条 （ 略 ）  

（ 利 用 の 承 認 ）  

第 二 条 条 例 第 五 条 に 規 定 す る 施 設 （ 以 下 「 施 設 」 と い う 。 ） の 利 用

の 承 認 を 受 け よ う と す る 者 は 、 東 京 都 都 民 の 森 施 設 利 用 申 請 書 （ 別

記 第 一 号 様 式 又 は 第 二 号 様 式 ） を 東 京 都 環 境 局 長 （ 以 下 「 局 長 」 と

い う 。 ） に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２ 局 長 は 、 施 設 の 利 用 の 承 認 を し た と き は 、 東 京 都 都 民 の 森 施 設 利

用 承 認 書 （ 別 記 第 三 号 様 式 又 は 第 四 号 様 式 ） を 申 請 者 に 交 付 す る も

の と す る 。  

第 三 条 （ 略 ）  

（ 利 用 承 認 事 項 の 変 更 ）  

第 四 条 施 設 の 利 用 の 承 認 を 受 け た 者 が 、 承 認 を 受 け た 事 項 を 変 更 し

よ う と す る と き は 、 東 京 都 都 民 の 森 施 設 利 用 変 更 申 請 書 （ 別 記 第 五

号 様 式 ） を 局 長 に 提 出 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２ 局 長 は 、 前 項 の 承 認 を し た と き は 、 東 京 都 都 民 の 森 施 設 利 用 変 更

承 認 書 （ 別 記 第 六 号 様 式 ） を 申 請 者 に 交 付 す る も の と す る 。  

第 五 条 か ら 第 八 条 ま で  （ 略 ）  

（ 指 定 管 理 者 に 関 す る 読 替 え ）  
第 九 条  条 例 第 十 一 条 の 規 定 に よ り 指 定 管 理 者 が 都 民 の 森 の 管 理 に

関 す る 業 務 を 行 う 場 合 に つ い て の 第 二 条 及 び 第 四 条 の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 中 「 東 京 都 環 境 局 長 （ 以 下 「 局 長 」 と い

う 。 ） と あ り 、 及 び 「 局 長 」 と あ る の は 「 指 定 管 理 者 」 と す る 。  

別 表 （ 略 ）  

別 記 第 一 号 様 式 か ら 第 八 号 様 式 ま で  （ 略 ）  

 


